
特定非営利活動法人島田市スポーツ協会後援名義使用取扱要綱  

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、特定非営利活動法人島田市スポーツ協会（以下「本会」という。）

の後援名義の使用に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条 後援とは、本会が当該事業の趣旨に賛同し、名義の使用のみを援助すること  

をいう。  

（主催者の基準）                  

第３条 後援名義使用承認の対象となる主催者は、次の各号のいずれかに該当するも  

のとする。  

（１）国又は地方公共団体  

（２）本会の加盟団体又は加盟団体の連合体  

（３）公益法人又はこれに準ずる団体  

（４）その他の団体等で主催者等の存在が明確であり、事業遂行能力が十分あると判  

断されるもの  

 （事業内容の基準等）  

第４条 本会は、次の各号に該当する事業に対しては、後援の承認は行わない。  

（１）営利又は商業宣伝を目的とした事業  

（２）特定の政治活動、宗教活動に関係している事業  

（３) 公序良俗に反する事業又は社会的な悪影響を与えるおそれのある事業 

（４）その他、後援を行うことが不適当と認められる事業  

２ 後援の事業の実施について、申請と異なる内容が判明した場合又は関係法令若し

くはこの要綱に違反したときは、後援を取消すとともに、以後、後援は行わないこ

とができる。  

 （申請の手続）  

第５条 後援の名義を使用しようとする者は、原則として事業を実施しようとする日

の２週間前までに特定非営利活動法人島田市スポーツ協会後援名義使用承認申請書

（様式第１号）に大会実施要項を添付し、本会に提出しなければならない。  

 （承認通知）  

第６条 本会は、前条の規定により申請書の提出があった場合において、その使用を

承認するときは特定非営利活動法人島田市スポーツ協会後援名義使用承認通知書

（様式第２号）により申請者に通知するものとする。  

２ 本会は、前項の承認通知書の交付に当たり、必要な条件又は指示を付することが

できる。  

 （承認事項の変更）  

第７条 前条の規定による後援の承認を受けた者が、当該事業に変更があった場合は、

直ちに、特定非営利活動法人島田市スポーツ協会後援名義使用承認変更申請書（様



式第３号）を提出しなければならない。  

 （変更の承認）  

第８条 本会は、前条の規定により使用承認の変更の申請があったときは、速やかに

その内容を審査し、使用の変更を承認することが適当と認めたときは、特定非営利

活動法人島田市スポーツ協会後援名義使用承認変更通知書（様式第４号）により申

請者に通知するものとする。  

（その他）  

第９条 この要綱に定めるもののほか、後援名義の使用に関し必要な事項は会長が定

める。  

 

附 則  

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

 


